
第２回さいたま市・岩槻市任意合併協議会  

次  第  

 
日  時：平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日（ 月 ）午 後 ２ 時  

場  所 ：埼玉県県民健康センター  

１ 開   会  
 
２ 会長あいさつ  
 
３ 議   事  

(1 )  報告事項  
  報告第１号  さいたま市・岩槻市任意合併協議会財  

務規程の一部改正について  
   報告第２号  さいたま市と岩槻市との合併に伴う課

題について  
   報告第３号  合併特例法の期限を踏まえた今後の協

議の流れについて  
(2 )  協議事項  

議案第３号  平成１５年度さいたま市・岩槻市任意  
        合併協議会事業計画について  

議案第４号  平成１５年度さいたま市・岩槻市任意  
         合併協議会補正予算について  

(3 )  その他  
 
４ 閉   会  



 
 
 

第２回  

 

さいたま市・岩槻市任意合併協議会  

 

報告事項  
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報 告 第 １ 号  

   さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 財 務 規 程 の 一 部 改 正 に つ い

て  

 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 財 務 規 程 を 別 紙 の と お り 改 正 し

た の で 、 報 告 す る 。  

平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 報 告  

さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会  

会 長   兵  藤   釗  
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別 紙  

   さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る

規 程  

 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 財 務 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

 別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

歳 入 の 款 ・ 項  歳 出 の 款 ・ 項  

款  項  款  項  

１  負 担 金  １  負 担 金  １  運 営 費  

２  諸 収 入  １  諸 収 入  

１  運 営 費  

２  事 業 費  

  ２  予 備 費  １  予 備 費  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  
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報 告 第 １ 号 参 考 資 料  

改 正 前  

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

歳 入 の 款 ・ 項  歳 出 の 款 ・ 項  

款  項  款  項  

１  負 担 金  １  負 担 金  １  運 営 費  １  運 営 費  

２  諸 収 入  １  諸 収 入  ２  予 備 費  １  予 備 費  

 

改 正 後  

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

歳 入 の 款 ・ 項  歳 出 の 款 ・ 項  

款  項  款  項  

１  負 担 金  １  負 担 金  １  運 営 費  

２  諸 収 入  １  諸 収 入  

１  運 営 費  

２  事 業 費

  ２  予 備 費  １  予 備 費  
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報 告 第 ２ 号  

   さ い た ま 市 と 岩 槻 市 と の 合 併 に 伴 う 課 題 に つ い て  

さ い た ま 市 と 岩 槻 市 と の 合 併 に 伴 う 課 題 を 別 紙 の と お り 報 告 す る 。  

平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 報 告  

さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会  

会 長   兵  藤   釗  
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別紙 

 

１． 合併に伴う課題 

 

（１） 地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）延伸に関する課題 
   

概   要 
① 位置付けについて 

平成１２年１月の運輸政策審議会の答申において、浦和美園から岩槻を経由し

田までの区間について、「２０１５年（平成２７年）までに開業することが適

当な路線」として位置付けされている。 
 

② 延伸線の検討状況について 

地下鉄 7号線の延伸計画については、現在、県及び岩槻市が主体となり、浦和
美園から岩槻までの先行整備区間における「地下鉄 7 号線延伸線基本計画調査
（H14～16）」の中で、ルート選定の考え方、建設費、需要予測、事業手法等を
検討している。今後は、県及び関係市と共に事業主体を想定し、収支試算や資金

計画等を含めた事業成立性を十分に検討・精査していく必要がある。 
 

③ 課題 
《鉄道建設に伴う事業費負担について》 

平成１３年度に実施した「埼玉高速鉄道線延伸線整備基本調査（埼玉高速鉄

道線延伸首長会議）」、「埼玉県鉄道新線整備検討調査（埼玉県）」では、浦和美

園～岩槻における概算建設費は７７０億円、また、浦和美園～岩槻～田にお

ける概算建設費は１，５９０億円と試算されていることから、今後、延伸線の

事業主体や鉄道建設費用への沿線自治体負担は、補助金等を含め相当規模にな

ることが予想される。 
 

《鉄道整備と一体となった沿線整備について》 

浦和美園から岩槻までの延伸計画において中間駅１駅が想定されており、新

駅周辺地域については、鉄道整備と整合のとれたまちづくりが求められている。 
現在、｢地下鉄７号線沿線整備事業化検討調査（岩槻市）｣の中で、整備規模や

事業手法などの調査を進めており、現段階において事業費は未定である。 
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（２） 一部事務組合に関する課題 

 

 １）埼清掃組合に関する課題 

 

概   要 

① 両市のし尿処理の現状について 

さいたま市では、し尿・浄化槽汚泥について、クリーンセンター西堀及び大宮

南部浄化センターで処理を行っている。 
岩槻市では、し尿処理施設（中間処理及び最終処分）が整備されていないため、

２市１町（春日部市・岩槻市・庄和町）で構成する一部事務組合の埼清掃組合

で処理を行っている。    
 

② 課題 

《さいたま市の処理能力について》 

合併後、本来ならば、岩槻市分のし尿は、さいたま市の施設で処理することが 
望ましいが、さいたま市の現有施設での受入れは、能力的に困難な状況である。 
 

《合併後の岩槻市分のし尿処理方策の検討について》 

さいたま市の処理施設での受入れが可能になるまでの間、埼清掃組合への 
委託も想定される。その場合、岩槻市が前々年度の搬入実績に応じて埼清掃組 
合に支出している負担金（約１億５千万円）が、委託料算定の基礎になるものと

思われる。 
また、埼清掃組合の今後の運営状況によっては、さいたま市の施設の改造、

他市への委託等を含めた検討が必要となる。 
 

《埼清掃組合の存続に係る構成市町間の調整について》 

埼清掃組合のし尿処理施設は老朽化しており、将来的な施設の更新など懸案

要素もあることから、埼清掃組合の存続をはじめ、今後の処理方策について、

構成市町である春日部市、庄和町と調整を図る必要がある。 
なお、構成市町は、それぞれ市町村合併を協議中であることから、必然的に今

後の運営の方向性が議論されるものと思われる。 
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２）埼斎場組合に関する課題 

 
概   要 

① 岩槻市における斎場の運営状況について 

岩槻市では、３市３町（春日部市、岩槻市、田市、庄和町、杉戸町、 
白岡町）で構成する一部事務組合の埼斎場組合により運営されている。 
現在、斎場の改築事業計画（全体事業費約４１億円）があり、火葬・待 
合棟、式場棟、駐車場等の整備について、平成１１年度から平成１９年度 
までの期間において、用地買収、基本設計、実施設計、建築工事等を予定 
している。 
また、岩槻市の平成１５年度負担額は、４２，１３２千円（うち、斎場 
建設特別負担金として１３，７２９千円）である。 

 
②  合併後のさいたま市の施設での受入れについて 

    さいたま市側の受入れ体制としては、新火葬場である（仮称）新大宮 
聖苑（火葬炉１０基）を整備中であり、当面は受入れ可能な状況である。 
 

③  課題 

《合併に伴う埼斎場組合からの脱退の可能性の検討について》 

埼斎場組合からの脱退の可能性と脱退の時期、その際の清算額などに

ついて、総合的に検討し合併後の方向性を判断する必要がある。 

 

《埼斎場組合の存続に係る構成市町間の調整について》 

埼斎場組合の存続について、構成市町（３市３町）と調整を図る必要

がある。 
なお、構成市町は、それぞれ市町村合併を協議中であることから、必然

的に今後の運営の方向性が議論されるものと思われる。 
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２． 合併に向けて特に調整を要するもの 

 

（１）事務的な調整及び作業に関する項目 

 

  項 目 概 要 
① 電算システムの 

統合 
・ 3市合併の経験等から、システム開発期間は、１５か月
程度が想定される。 

・ システムの調査・分析のための業務委託費用を含めた開

発経費が必要となる。 
・ 岩槻市役所の新区役所移行に伴う作業について、相当な

準備期間と人事面での配慮が必要となる。 

② 地域情報化事業
の推進 

・ ネットワーク・端末の整備に加え、施設予約システム、

情報提供システム（ホームページの一元化等）の統合が

必要となる。 
・ 新情報センター（サーバ室）の整備が必要となる。 

③ 消防緊急情報シ
ステムの構築 

・ 合併時から総合的な消防力の実現が望まれるため、さい

たま市が進める 1 局制の指令システムのデータ改修を
図り、併せて岩槻市の消防施設（本署・分署）と車両に

機器を整備し、統制された指令システムの構築を行う必

要がある。 
 
 

（２）他団体との調整に関する項目     

 

 項 目 概 要 
① 医師会・歯科医師

会との調整 
・ 医師会、歯科医師会の関わる保健福祉事業や学校保健事

業等について、事業の継続や内容、委託先、費用負担な

ど整合を図る必要がある。 
・ さいたま市西部地域に建設を予定している新病院は、現

在、３医師会（浦和・大宮・与野）による運営が考えら

れているが、合併に伴い医師会との協議が必要となる。 

② スポーツ関連団
体との調整 

・ 合併後の一体的なスポーツ振興を図るため、体育協会や 
スポーツ少年団、体育指導委員連絡協議会、レクリエー

ション協会など、両市の各種スポーツ関連団体の組織や

実施事業について調整を図る必要がある。 
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（案） 

さ・岩任協発第  号 

平成１５年１０月  日 

 

 埼玉県知事  上 田 清 司  様 

 

さいたま市・岩槻市任意合併協議会 

会長  兵 藤  釗 

 

地下鉄７号線延伸整備事業に係る知事の所見について（照会） 

 

 新涼の候、貴職におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、標記の「地下鉄７号線延伸整備事業」につきましては、平成 12 年の運輸政策審

議会の答申で、浦和美園から岩槻を経由し田までの区間について、「2015 年（平成 27

年）までに開業することが適当な路線」と位置付けられ、これまで埼玉県が主体となり整

備に向けた調査等が実施されております。 

さいたま市及び岩槻市は、去る７月１５日に任意合併協議会を設立し、合併の是非を含

めた協議を進めておりますが、なかでも「地下鉄７号線延伸整備事業」につきましては、

沿線関係市として早期の事業化を望んでおりますことから、本合併協議における重要課題

の一つとして位置付けております。 

 したがいまして、本事業に対する県の取り組み如何によっては今後の合併協議に大きな

影響を及ぼしますので、次の点につきまして貴職の所見をお伺いしたく、御回答下さるよ

う謹んでお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 運輸政策審議会の答申を踏まえた地下鉄７号線延伸整備の考え方 

２ 上記１における県の主導的役割について 
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報 告 第 ３ 号  

   合 併 特 例 法 の 期 限 を 踏 ま え た 今 後 の 協 議 の 流 れ に つ い て  

 合 併 特 例 法 の 期 限 を 踏 ま え た 今 後 の 協 議 の 流 れ を 別 紙 の と お り 報 告

す る 。  

平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 報 告  

さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会  

会 長   兵  藤   釗  
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別 紙 

合併特例法の期限を踏まえた今後の協議の流れ 

 
 
 
 
 
                   並行して協議 

 両
市
の
合
併
に
関
す
る
課
題
整
理 

合
併
す
る
と
し
た
場
合
の
協
議 

（
事
務
事
業
の
調
整
） 

任意合併協議会 

 
 
 
 
 
 
 
                 H１６.３ 
                   ～ 

H１６.６ 
 
         ・協議会の運営に関する協議 
         ・合併の基本的事項 
         ・事務事業調整 
         ・新市の将来像（新市建設計画）など 
 
         ・合併協定書の調印 

・市議会による廃置分合（編入）の議決 
 
・県知事に合併の申請 
・県議会の議決、県知事の合併処分 
・県知事から総務大臣への合併の届出 
・総務大臣の告示 

 
法定合併協議会へ移行 

 
任意合併協議会の解散 

「
合
併
の
協
議
」
と
「
合
併
に
向
け
た
手
続
」 

 
 

合併協議の終了 

 
 
        
 
（合

 ※
          

 

併特例法の失効日 H１７.３.３１

合   併 
 

 合併特例法とは、「市町村の合併
） 
の特例に関する法律」をいう。 
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第２回  

 

さいたま市・岩槻市任意合併協議会  

 

協議事項  
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議 案 第 ３ 号  

平 成 １ ５ 年 度 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 事 業 計 画 に つ

い て  

平 成 １ ５ 年 度 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 事 業 計 画 を 別 紙 の

と お り 定 め る 。  

平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 提 出  

             さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会  

                    会 長   兵  藤   釗  
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別 紙  

平 成 １ ５ 年 度 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 事 業 計 画 （ 案 ）  

 

１  協 議 会 、 幹 事 会 及 び 専 門 部 会 の 開 催  

 

２  協 議 会 だ よ り の 発 行  

 

３  協 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ の 開 設  

 

４  両 市 の 合 併 に 関 す る 基 礎 調 査 の 実 施  

 

５  そ の 他 両 市 の 合 併 に つ い て の 調 査 研 究  
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議 案 第 ４ 号  

   平 成 １ ５ 年 度 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 補 正 予 算 に つ  

い て  

平 成 １ ５ 年 度 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 補 正 予 算 を 別 紙 の

と お り 定 め る 。  

平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 提 出  

              さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会  

                    会 長   兵  藤   釗  
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別 紙  

 

平 成 １ ５ 年 度 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 任 意 合 併 協 議 会 補 正 予 算 （ 案 ）  

【 歳  入 】  

（ 単 位 ： 千 円 ）  

款 ・ 項  当 初 予 算  補  正  額  合   計  説    明  

１  負 担 金  2 4 , 7 4 0  2 3 , 4 0 0  4 8 , 1 4 0  

 １  負 担 金    2 4 , 7 4 0    2 3 , 4 0 0    4 8 , 1 4 0  

協 議 会 負 担 金  

11 , 7 0 0 千 円 ×２ 市  

歳 入 合 計  2 4 , 7 4 1    2 3 , 4 0 0    4 8 , 1 4 1   

 

【 歳  出 】  

（ 単 位 ： 千 円 ）  

款 ・ 項  当 初 予 算  補  正  額  合   計  説    明  

１  運 営 費  2 4 , 6 0 2  2 3 , 4 0 0    4 8 , 0 0 2  

 ２  事 業 費         0    2 3 , 4 0 0    2 3 , 4 0 0  

・ 協 議 会 だ よ り 作 成 、

配 布 委 託 料  

・協 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ

開 設 等 委 託 料  

・ 両 市 基 礎 調 査 委 託 料  

歳 出 合 計  2 4 , 7 4 1    2 3 , 4 0 0    4 8 , 1 4 1   
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参考資料１ 

〔編入合併の概要〕 

 

項 目 内      容 適 用 法 

定 義 市の区域の全部若しくは一部を他の市に編入するこ

とで市の数の減少を伴うもの。 

合併特例法２① 

法人格 編入する市の法人格が継続する。 合併特例法２ 

合併市の名称 編入する市の名称となる。 自治法３① 

財産の取扱い 編入する市が引き継ぐ。 自治法７④･⑤ 

事務所の位置 編入する市の事務所の位置となる。 自治法４ 

区の設置 編入する市の区は、そのまま存続し、編入される市

の区域は、新区又は編入する市の区の一部となる。

自治法２５２の２０ 

市長 編入する市の長は変わらず、編入される市の長は失

職する。 

自治法１３９② 

 

原則 

編入する議会の議員は在任し、編入される市の議会

の議員は失職する。（合併による著しい人口増の場合

は増員選挙を行う。） 

自治法８９、９１、 

公選法１５⑥ 

 

 

 

 

 

議会の 

議員 

 

 

 

 

特例 

次のいずれかによることができる。 

① 増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙におい

て編入合併の特例定数とする。（増加分は編入さ

れた区域に配分） 

② 編入される市の議会の議員で合併市の議会の議

員の被選挙権を有することとなる者は編入する

市の議会の議員の残任期間だけ在任する。この場

合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例

定数を採ることができる。 

①合併特例法６ 

 

 

 

②合併特例法７ 

原則 編入する市の委員はそのまま在任し、編入される市

の委員は全て失職する。 

農委法３① 

 

 

 

農業委員

会の委員 

 

特例 

編入される市の委員（選挙）のうち、合併市の農業

委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、

40 人までの範囲で、編入する市の委員の残任期間在

任できる。 

合併特例法８ 

特別職の職員 編入する市の特別職の職員は在任し、編入される市

の特別職の職員は全員失職する。 

自治法１６１②、 

１６８② 

一般の職員 編入する市の職員は、在任し、編入される市の職員

は、全員編入する市に引き継がれる。 

合併特例法９ 

条例・規則 編入する市の条例・規則を適用する。（合併に伴い必

要な改正を行う。） 

合併特例法２ 

 

※１ 合併特例法とは、「市町村の合併の特例に関する法律」をいう。 

※２ 自治法とは、「地方自治法」をいう。 

※３ 公選法とは、「公職選挙法」をいう。 

※４ 農委法とは、「農業委員会等に関する法律」をいう。 
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参考資料２

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市と岩槻市の現況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市・岩槻市任意合併協議会事務局 
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１ 面積 

（１） 行政面積 

行政面積は、さ

町村の中で、大滝

４１市の中では、さ

      

  表－１ 行政面積 

区 分 

行政面積（ｋ㎡） 

   資料：国土交通省国

 

表－２ さいたま市の区

区 分 

面積(ｋ㎡) 

 

  

 

             

 

 （２） 指定都市におけ

さいたま市の行

阪市に僅かに及ば

    市域における市

    市街化区域にお

を示している。 

 

さいたま市と岩槻市の現況について 

いたま市が１６８．３３ｋ㎡、岩槻市が４９．１６ｋ㎡で、さいたま市は県内９０市

村（３３０．９８ｋ㎡）に次いで２番目、岩槻市は２４番目の広さとなっているが、

いたま市が一番目で、岩槻市は１４番目となっている。 

さいたま市 岩槻市 計 

１６８．３３ ４９．１６ ２１７．４９ 

土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（平成 13 年 10 月 1 日現在） 

ごとの面積 

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 

２９．００ １６．９３ １２．７８ ３０．６４ ８．３８ 

桜区 浦和区 南区 緑区 区の平均値 

１８．６０ １１．５４ １３．９０ ２６．５６ １８．７０ 

 

図－１ 両市の区域 

る状況 

政面積は、指定都市中 12 番目で、岩槻市と合わせた場合も 11 番目の大

ない状況である。 

街化区域の占める割合は、62.2％で 5 番目に高い割合となっている。 

ける用途地域の割合は、住居系が82.9％と指定都市の中で一番高い割合
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  表―３ 指定都市における市域の状況             平成 13 年 10 月 1 日現在 

 用途地域 
 

  都市名 

 

 行政面積 

     ｋ㎡ 

 

順位 

市街化区域

面積 

     ｋ㎡ 

市街化区域の

占める割合 

       ％ 

住居系 

   ％ 

商業系 

   ％ 

工業系

   ％

さいたま市 １６８．３３ ⑫ １０４．６３ ６２．２ ８２．９ ６．１ １１．０

さいたま市 

＋岩槻市 ２１７．４９  １１５．８７ ５３．３ ８２．７ ６．０ １１．３

札幌市 １，１２１．１２ ① ２４７．３０ ２２．１ ７４．５ １３．８ １１．７

仙台市 ７８８．０９ ② １７８．６２ ２２．７ ７４．４ １０．２ １５．４

千葉市 ２７２．０８ ⑩ １２８．６８ ４７．３ ７４．０ ７．１ １８．９

川崎市 １４４．３５ ⑬ １２６．９３ ８７．９ ６６．２ １０．６ ２３．２

横浜市 ４３７．１２ ⑦ ３２９．４４ ７５．４ ７４．２ １０．１ １５．７

名古屋市 ３２６．４５ ⑨ ３０１．０４ ９２．２ ６１．８ １５．５ ２２．７

京都市 ６１０．２２ ④ １５０．００ ２４．６ ６５．４ １２．７ ２１．９

大阪市 ２２１．５９ ⑪ ２１１．４５ ９５．４ ４３．９ １９．７ ３６．４

神戸市 ５４９．９８ ⑤ １９７．６２ ３５．９ ７２．１ ７．１ ２０．８

広島市 ７４１．７５ ③ １５６．５１ ２１．１ ７３．１ １１．６ １５．３

北九州市 ４８５．０９ ⑥ １９２．９０ ３９．８ ６１．１ １０．１ ２８．８

福岡市 ３４０．００ ⑧ １５６．５１ ４５．０ ７２．９ １１．１ １６．０

平 均 ４７７．４０  １９０．８９ ５１．７ ６９．０ １１．２ １９．８

 

２ 人口 

 （１） 主な指標 

平成 15 年 5 月 1 日現在の両市の人口は、さいたま市が１，０５５，７１５人、岩槻市が 

１１１，７１９人で、岩槻市は県内で 15 番目となっている。 

     人口密度は、さいたま市が６，２７１．７人/ｋ㎡で 10 番目なのに対し、岩槻市は２，２７３．６人

/ｋ㎡で 32 番目となっており、人口密度が低い特徴が見られる。 

平成 12 年国勢調査時からの人口増減率は、さいたま市が＋３．１％、岩槻市が＋２．３％と

なっている。 

 

  表－４ 主な指標                                        平成 15 年 5 月 1 日現在 

区 分 さいたま市 岩槻市 計 

人口（人） １，０５５，７１５ １位 １１１，７１９ １５位 １,１６７,４３４ 

世帯数（世帯） ４２５，７２６ １位 ４１，１３９ １７位 ４６６,８６５ 

人口密度（人／ｋ㎡） ６，２７１．７ １０位 ２，２７３．６ ３２位 ５,３６７．８ 

人口増減率（％） +３．１ +２．３ ＋３．０ 

平均年齢（歳） ３９．４ ４１．８ － 

   注 人口増減率は、平成 12 年国勢調査との比較。 

 

表－５ さいたま市の区ごとの人口                          平成 15 年 5 月 1 日現在 

区 分 西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 

人口（人） ８１，８４９ １３０，０６５ １０５，６７７ １５０，４９２ ８８，５９８ 

桜区 浦和区 南区 緑区 区の平均値  

９１，９０６ １３８，３５０ １６５，４８０ １０３，２９８ １１７，３０２ 
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（２） その他の指標 

昼夜間人口比率は、さいたま市が９１．３、岩槻市が９５．２で両市とも１．０以下であるが、県

平均値の０．８６４（全国最下位）は上回っている。   

    産業別の就業者構成比は、両市とも第 3次産業に従事している割合が高いが、両市の比較

では第 1 次産業、第 2 次産業とも岩槻市のほうが高い割合を示している。 

 

 

    表－６  

区 分 さいたま市 岩槻市 

14 歳以下 １４．９（-0.1） １３．４（-0.1） 

15～64 歳 ７１．０（-0.7） ７１．３（-1.0） 
年齢構成比 

（％） 
65 歳以上 １４．１（+0.8） １５．３（+1.1） 

昼夜間人口比率（％） ９１．３ ９５．２ 

第１次産業 ０．９ ３．４ 

第２次産業 ２４．３ ３３．６ 
就業者構成比

（％） 
第３次産業 ７４．８ ６３．０ 

    注 年齢構成比は、平成 15年 5月 1日現在のもので、（  ）の数値は、平成 14年 1月 1日時点との比較。 

       昼夜間人口比率及び就業者構成比は、平成 12 年国勢調査の値。 

 

 

 

     図―２                                      図―３ 
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 （３） 指定都市における状況 

さいたま市の人口は、広島市に次いで 10 番目であるが、岩槻市を含めると広島市を抜いて

9 番目となる。 

    人口密度は 5 番目に高いが、昼夜間人口比率は川崎市や横浜市と同じく 1.0 以下で 11 番

目に低い値となっている。 

 

 

 

 表―７  主な人口指標 

   

 都市名 
人口 

（人） 順位 

県内

割合
（％）

人口 

密度 
（人/ｋ㎡）

昼夜間

人口比

率（％）

世帯数 

１世帯 

当たり 

（人） 

区数

さいたま市 １，０２４，０５３ ⑩ 14．９ 6,083.6 ９１．３ ３８８，３０３ 2.６４ ９ 

さいたま市 

＋岩槻市 
１，１３３，３００ ⑨ 16．４ 5,210.8 ９１．６ ４２５，０３７ 2.６7 － 

札幌市 １，８２２，３６８ ④ 32．１ 1,625.5 １０１．３ ７８１，９４８ 2.33 １０ 

仙台市 １，００８，１３０ ⑫ 42．６ 1,286.6 １０８．２ ４２１，１８２ 2.39 ５ 

千葉市 ８８７，１６４ ⑬ 15．０ 3,260.7 ９７．３ ３４８，１５９ 2.55 ６ 

川崎市 １，２４９，９０５ ⑧ 14．７ 8,759.0 ８７．８ ５43，０８８ 2.30 ７ 

横浜市 ３，４２６，６５１ ① 40．４ 7,839.2 ９０．５ １，３７０，３４６ 2.50 １８ 

名古屋市 ２，１７１，５５７ ③ 30．８ 6,652.0 １１７．０ ８９７，９３２ 2.42 １６ 

京都市 １，４６７，７８５ ⑥ 55．５ 2,405.3 １０９．０ ６２０，３２７ 2.37 １１ 

大阪市 ２，５９８，７７４ ② 29．５ 11,743.2 １４１．２ １，１６９，６２１ 2.22 ２４ 

神戸市 １，４９３，３９８ ⑤ 26．９ 2,716.4 １０３．０ ６０６，１６２ 2.46 ９ 

広島市 １，１２６，２３９ ⑨→⑩ 39．１ 1,518.4 １０３．４ ４６０，４２２ 2.45 ８ 

北九州市 １，０１１，４７４ ⑪ 20．２ 2,088.7 １０３．５ ４０８，０８０ 2.48 ７ 

福岡市 １，３４１，４７０ ⑦ 26．７ 3,952.7 １１４．６ ５９９，９８９ 2.24 ７ 

平 均 １，５８６，８４４ － － 4,610.1 － ６６２，７３５ 2.39 10.5

  資料：平成 12 年国勢調査 
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３ 財政状況 

 （１）決算概要 

  普通会計（公営企業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたもの）における 

両市の決算概要は次のとおりで、歳出決算額は、さいたま市が２９７,９１７,９５０千円、岩槻市 

が２９,５１１,６７６千円となっている。 

 

   表－８ 平成 13 年度の決算（普通会計）概要 

区分 さいたま市 岩槻市 

歳入総額 （千円） ３１１，５２０，７６４ ３０，１２９，１３５ 

地方税 １７３，６９０，２３９ １４，７３７，３８７ 

地方交付税 ５，０４５，５２４ ３，７６１，０５１ 

国庫支出金 ２４，３００，０９４ ２，５３２，７６７ 

県支出金 １３，４２２，１３３ １，００５，３１９ 

地方債 ２３，６４６，７００ ２，６５３，５００ 

 

その他 ７１，４１６，０７４ ５，４３９，１１１ 

歳出総額      （千円） ２９７，９１７，９５０ ２９，５１１，６７６  

人件費 ７０，０３８，７６３ ７，０６３，８９９ 

扶助費 ２５，２３０，３９８ ２，８９９，５３４ 

公債費 ３７，１３３，４７９ ３，７８５，８８２ 

普通建設事業費 ５９，５６０，３７５ ４，４０８，２４４ 

物件費 ４６，５６７，５２６ ５，７３２，５５５ 

補助費等 １０，２４０，６２４ １，１６４，９８６ 

積立金 ６，１２３，３４６ ７３８，０９８ 

繰出金 ２６，３２４，２１４ ２，５２３，９０８ 

 

その他 １６，６９９，２２５ １，１９４，５７０ 

歳入 ３０２，６４５ ２７３，９９３ 
1 人当たり

（円） 歳出 ２８９，４３０ ２６８，３７８ 

  資料：県市町村課「市町村決算概要」（平成１３年度版） 

       

 

  図―４ 性質別歳出決算構成比 
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  図―５ 目的別歳出決算構成比 
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 （２）主要財政指標 

  財政基盤の強さを示す財政力指数は、さいたま市が０．９９、岩槻市が０．７８で、財政構造の弾

力性を判断するための指標である経常収支比率は、さいたま市が８４．０％、岩槻市が８６．１％と

なっている。 

  地方債発行規模の妥当性を判断するための指標である公債費比率は、さいたま市が１５．５％、

岩槻市が１６．０％であるが、地方債の許可制限に係る指標である起債制限比率は、さいたま市が

１３．４％、岩槻市が１２．３％となっている。 

 

  表－９ 平成 1３年度決算の財政指標 

区分 さいたま市 岩槻市 全国市平均 

財政力指数 ０．９９ ０．７８  ０．６６

経常収支比率 ８４．０ ８６．１ ８５．３

公債費比率 １５．５ １６．０  １４．９

起債制限比率 １３．４ １２．３ １０．９

積立金現在高（千円） ２５，９１８，１２４ ５，４３６，９８１ ７，０８５，５４２

   〃  １人当たり（円） ２５，１８０ ４９，４４４ ５２，１２３

地方債現在高（千円） ２４４，０２７，９７８ ２７，３０５，３４６ ６１，１３９，５９２

   〃  １人当たり（円） ２３７，０７５ ２４８，３１４ ４４９，７５９

地方税／歳入 ５５．８ ４８．９ ４０．８

地方交付税／歳入 １．６ １２．５ １２．４

義務的経費／歳出 ４４．４ ４６．６ ４４．０

普通建設事業費／歳出 ２０．０ １４．９ ２０．０

  資料：県市町村課「市町村決算概要」（平成１３年度版）            

平成１３年度市町村別決算状況調 
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４ 産業関連の状況 

  農業産出額（農業粗生産額）は、さいたま市が５０４千万円、岩槻市が３１８千万円で、県内では

さいたま市が９番目（２．５％）、岩槻市が１９番目（１．６％）となっている。 

  卸売・小売業の商品販売額は、さいたま市が５４２，８７６千万円、岩槻市が２４，６６５千万円で、

県内でさいたま市が１番目（３１．９％）、岩槻市が１２番目（１．４％）となっており、一般飲食店の商

品販売額では、さいたま市が１０，４６９千万円、岩槻市が９１７千万円で、県内でそれぞれ１番目

（１９．４％）、１４番目（１．７％）となっている。 

  製造品出荷額は、さいたま市が８５，３２９千万円、岩槻市が３１，８６３千万円で、県内でそれぞ

れ２番目（５．９％）、１１番目（２．２％）となっている。 

  表―１０                                          単位：千万円 

区 分 さいたま市 岩槻市 県平均 

農業産出額 ５０４ ３１８ ２２０ 

卸売・小売業 ５４２，８７６ ２４，６６５ １８，９０１ 
商品販売額 

一般飲食店 １０，４６９ ９１７ ６０１ 

製造品出荷額 ８５，３９２ ３１，８６３ １６，０８２ 

   資料：農業産出額は、関東農政局統計情報部「埼玉農林水産統計年報」（平成 13 年） 

       商品販売額の卸売・小売業は、県統計課「平成 11 年埼玉県の商業」（平成 11 年 7 月現在） 

       一般飲食店は、県統計課「平成 4 年埼玉県の商業」（平成 4 年 10 月現在） 

       製造品出荷額は、県統計課「平成 12 年埼玉県の工業」（平成 12 年 12 月現在） 

 

５ 農家及び事業所数の状況 

  専業農家数は、さいたま市が４２７戸、岩槻市が２０３戸で、県内ではそれぞれ３番目（４．３％）、

１４番目（２．１％）、兼業農家数は、さいたま市が１，８８４戸、岩槻市が９４２戸で、それぞれ３番目

（３．５％）、１５番目（１．８％）となっている。 

  卸売・小売業の商店数は、さいたま市が１０，５３９店、岩槻市が１，０７５店で、県内でさいたま

市は１番目（１５．３％）、岩槻市は１７番目（１．６％）となっている。 

  一般飲食店数は、さいたま市が２，７４０店、岩槻市が２６４店で、県内ではそれぞれ１番目（１５．

３％）、１９番目（１．５％）となっている。 

  工業の事業所数は、さいたま市が１，２３４事業所、岩槻市が４８４事業所で、県内ではそれぞ

れ２番目（６．４％）、９番目（２．５％）となっている。 

  全事業所数は、さいたま市が３７，２９０事業所、岩槻市が４，６９３事業所で、県内ではそれぞ

れ１番目（１４．０％）、１５番目（１．８％）となっている。 

  表―１１ 農家数                                      単位：戸 

区 分 さいたま市 岩槻市 県平均 

専業農家数（販売農家） ４２７ ２０３ １１１ 

兼業農家数（  〃  ） １，８８４ ９４２ ５９１ 

   資料：農家数は、県統計課「世界農林業センサス」（平成１２年 2 月現在） 
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  表―１２ 事業所数 

区 分 さいたま市 岩槻市 県平均 

全事業所数 ３７，２９０ ４，６９３ ２，９６４ 

卸売・小売業商店数 １０，５３９ １，０７５ ７６５ 
 

一般飲食店数 ２，７４０ ２６４ １９９ 

 事業所数（工業） １，２３４ ４８４ ２１４ 

   資料：商店数の卸売・小売業は、県統計課「平成 11 年埼玉県の商業」（平成 11 年 7 月現在） 

       一般飲食店は、「平成 4 年埼玉県の商業」（平成 4 年 10 月現在） 

       事業所数は、県統計課「平成 12 年埼玉県の工業」（平成 12 年 12 月現在） 

 

６ 公共施設等の整備状況 

   表―１３ 

区 分 さいたま市 岩槻市 県平均 

道路延長 ３，１４０．９km ７３８．７km － 

 〃 改良率 ６１．９％ ３８．３％ ４５．６％ 

 〃 舗装率 ７９．４％ ６５．５％ ６４．９％ 

都市公園等 ７１１箇所 ４４箇所 － 

  〃  面積 ５０１．９ha ５４．３ha － 

  〃  人口 1 人当たり面積 ４．８㎡ ４．９㎡ ５．５４㎡ 

公共下水道普及率（人口） ７８．８％ ６２．８％ ６９．６％ 

ごみ処理施設焼却等処理率 ８４．６％ ７０．５％ ８２．１％ 

公立保育所 ５８箇所 ４箇所 － 

  〃 定員 ５，９９８人 ３７０人 － 

老人ホーム ４箇所 ０ － 

公立小学校 ８６校 １４校 － 

公立中学校 ４８校 ８校 － 

市立高校 ４校 ０ － 

公民館 ５２館 ４館 － 

図書館 １５館 ３館 － 

博物館 ４館 ０ － 

体育館 ５箇所 １箇所 － 

野球場 １２箇所 ２箇所 － 

公立病院 １箇所 ０ － 

  資料：「市町村公共施設概要」（平成 13 年度）県市町村課 
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７ 土地利用の状況 

（１） 市街化区域及び調整区域の面積とその割合 

総面積に占める市街化区域の面積の割合については、さいたま市が約６割であることに対 

し、岩槻市は約２割にとどまっている。 

表―１４   

さいたま市 岩槻市 計 

区 分 
面積（K ㎡） 

構 成 比

（％） 
面積（K ㎡）

構 成 比

（％） 
面積（K ㎡） 

構 成 比

（％） 

市街化区域 １０４．６３ ６２．２ １１．２４ ２２．９ １１５．８７ ５３．３ 

市街化調整区域 ６３．７０ ３７．８ ３７．９２ ７７．１ １０１．６２ ４６．７ 

総面積 １６８．３３ １００．０ ４９．１６ １００．０ ２１７．４９ １００．０ 

資料：国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（平成 13 年 10 月 1 日現在） 

 

（２） 地目別の土地利用の状況 

    さいたま市では、市域の 4 割近くが宅地として利用されているのに対し、岩槻市では田畑等 

の農地としての利用が約 4 割を占めている。 

  表―１５ 地目別土地面積                                     

さいたま市 岩槻市 
区 分 

面積（ｈａ） 構成比（％） 面積（ｈａ） 構成比（％） 

県平均 

構成比 

（％） 

田 １，１２９．２ ６．７ １，１８３．８ ２４．１ １１．６

畑 ２，３０６．２ １３．７ ９０８．２ １８．５ １４．７

宅地 ６，３６６．３ ３７．８ １，２１７．８ ２４．８ １７．３

池沼 １４．３ ０．１ ６．８ ０．１ ０．２

山林 ４２８．６ ２．５ １４７．４ ３．０ １９．８

原野 １１４．７ ０．７ ２８．７ ０．６ ０．１

雑種地 １，７６５．９ １０．５ ３８６．２ ７．８ ０．９

その他 ４，７０７．８ ２８．０ １，０３７．２ ２１．１ ６．５

総数 １６，８３３．０ １００．０ ４，９１６．１ １００．０ ２８．９

   資料：県市町村課（平成 13 年 1 月現在） 

 

   図―６ 地目別土地利用構成比 
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（３） 用途地域の状況 

    市街化区域における用途別面積の状況としては、さいたま市は商業系の割合が高く、岩槻

市は工業系の割合が高い。 

  表―１６ 用途別面積                         

さいたま市 岩槻市 区 分 

面積（ｈａ） 構成比（％） 面積（ｈａ） 構成比（％） 

住居系 ８，６９３．４ ８２．９ ９０９．５ ８１．６ 

商業系 ６４２．８ ６．１ ５０．７ ４．５ 

工業系 １，１５４．２ １１．０ １５４．９ １３．９ 

   資料：県都市計画課「埼玉県の都市計画」（平成 14 年 4 月現在） 

 

  図―７ 用途地域構成比 
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８ 職員及び議員の状況 

 

   表―１７                                 単位：人 

区 分 さいたま市 岩槻市 

職員数 ７，４２４ ７７５ 

〃 平均年齢（歳） ４０．８ ４１．９ 

職員 1 人当たり住民数 １３８ １４２ 

議員定数 ６４ ２７ 

   注：職員数、平均年齢は平成 13 年度普通会計決算による 
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